
�愛媛県告示第２３４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり愛媛県市町総合事務組合の規約の変更を許可した。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）が平

成１８年６月７日に公布され、一部の規定を除き平成１９年４月１日

から施行されること並びに水防法及び消防組織法が一部改正され

たことに伴う所要の変更

２ 規約変更年月日

平成１９年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１９年２月５日
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�愛媛県告示第２３５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり松山市，東温市共有山林組合の規約の変更を許可

した。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

� 松山市住居表示の一部変更に伴う議員選出区域の変更

� 地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）が

平成１８年６月７日に公布され、一部の規定を除き平成１９年４月

１日から施行されることに伴う所要の変更

２ 規約変更年月日

平成１９年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１９年２月５日
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�愛媛県告示第２３６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び西条市役

所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

クラレ西条株式会社

西条市朔日市８９２番地

代表取締役 広瀬 靖弘

２ 事業場の名称及び所在地

クラレ西条株式会社

西条市朔日市８９２番地

３ 特定施設に関する事項

� ポバール洗浄施設�３

発 行 愛 媛 県
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特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第４６号 イ水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，５００

最大 ２，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ５

毎週（火・金）曜日発行 第１８３５号 平成１９年２月１３日
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� ポバール洗浄施設�４

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 嫌気処理施設

� ばっき凝集沈殿処理施設

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５０

最大 ８０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第４６号 イ水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり８トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，１００

最大 ２，７００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３５

最大 １５５

設 置 年 月 日 平成９年３月１８日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理

処 理 施 設 の 型 式 嫌気処理

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１９メートル 横２２．３メートル
高さ８．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 酸生成及びメタン発酵

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０

最大 ５．０～８．０

通常 ７．０

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，４２５

最大 ２，９９５

通常 ２４３

最大 ３００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２．１

最大 ３０

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０．３

最大 ３３

通常 ２６

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １

通常 ４．６

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４４７

最大 ６３８

通常 ４４７

最大 ６３８

備考 新設する特定施設から発生する汚水は、嫌気処理施設の処理能力を増
強して処理する。処理後の汚水等は、ばっき凝集沈殿処理施設で再処理
する。

設 置 年 月 日 昭和１１年７月１１日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 ばっき、中和、凝集及び沈殿

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２３０メートル 横２４メートル
高さ３．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３０，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ばっき、中和、凝集及び沈殿

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．０～７．０

最大 ５．０～８．５

通常 ５．０～７．０

最大 ５．０～８．５

愛 媛 県 報平成１９年２月１３日 第１８３５号
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

排水口�１

�愛媛県告示第２３７号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月

間縦覧に供する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン松山 松山市宮西１丁目２
－１外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
時任紀邦

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

平成１７年
９月１日

平成１９年
１月２３日

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

株式会社フジ
代表取締役
尾�英雄

平成１８年
７月２４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者等

株式会社フジほか３３
者

株式会社フジほか３３
者

平成１５年
５月１５日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２６．４

最大 ４４．５

通常 ２５．１

最大 ４２．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．９

最大 ３０

通常 ５．５

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．１

最大 ３０

通常 ６．１

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．５

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１，７４７

最大 １４，１２８

通常 １１，７４７

最大 １４，１２８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．３

最大 ９．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．１

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５５，４８０

最大 ６７，２５０

備考 この他に、雨水排水口が４箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．５～８．５

最大 ５．５～８．５

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０５００１６９ 有限会社光タクシー 新居浜市喜光地町二丁
目２－２２ 八 田 康 次 行動援護 光ライフサポート 新居浜市喜光地町一丁

目６－３５
平成１９年
２月１日

愛 媛 県 報平成１９年２月１３日 第１８３５号
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�愛媛県告示第２４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、西条市丹原町長野、高松及び石経地域に係る県営土地改良事

業計画を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第

５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦

覧に供する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ふるさと農道緊急整備事業・長野地区）変

更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１９年２月１４日から３月１３日まで

３ 縦覧場所

西条市役所丹原総合支所

�������
�愛媛県告示第２４１号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

東温市井内字タルガ谷乙７４５の２

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第２３９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から４月

間縦覧に供する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ伊予店 伊予市米湊字安広７２
８番地３

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社フジ
代表取締役
時任紀邦

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

平成１７年
９月１日

平成１９年
１月２３日

株式会社フジ
代表取締役
高橋吉昭

株式会社フジ
代表取締役
尾�英雄

平成１８年
７月２４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者等

株式会社フジほか１０
者

株式会社フジほか７
者

平成１６年
１月３１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

松山市東川町乙４５の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町父野川乙２０７の３、露峰乙１０００、乙１００１、

乙１２７２の２、乙１２７３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町笠方９６１、９６４の１、９６５の１、９６５の

２、９６９の１、９６９の２、９７０の１、９７２の１、９７３の１、９

７４の１、９７５の１、９７６、９７９の１、１００３の１、１００６、１００７、

１９５９、２００１、２００２、２６０６の１、２８２３の１、２８２８、２８２９、２８３６

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並びに関

係市役所及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

伊予市中山町栗田乙２８２の１

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

伊予市中山町栗田乙８５４の１、乙８５７、乙８５８、乙８８８の１、

乙８９５の５

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

中山町栗田乙８５７・乙８５８・乙８９５の５（以上３筆につ

いて次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

伊予市中山町栗田乙１０４９

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

伊予市双海町上灘字柳ノ谷癸２３５の２、癸２３５の９

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字柳ノ谷癸２３５の２・癸２３５の９（以上２筆について次

の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
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� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

伊予郡砥部町川登３８６８、３８７０の１、３８７０の２、３８７１、３８７２、

３９９４

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

伊予郡砥部町総津１９０１、１９０２

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに伊予市役所及び砥部町役場に備え置いて縦覧

に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４３号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

伊予市上唐川字日ノ路乙５３の５、乙５３の６、乙５３の８、乙５３

の１２、乙５３の１３、乙５３の１７

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

伊予市上唐川字日ノ路乙５３の１４から乙５３の１６まで

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

伊予市両澤字長崎甲３３、甲３４の１、甲３４の２、甲３５の１、甲

３６、甲３７、甲３８の１、字長通甲４０、字大山乙１２、乙１４、乙１５、

乙１７、乙１８、乙２０から乙２２まで、乙２３の１、乙２４、乙２５、乙２６

の１、乙２７の１、乙２７の２、乙２８、乙２９

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字大山乙２０・乙２８（以上２筆について次の図に示す部分

に限る。）、字長崎甲３３、甲３４の１、甲３４の２、甲３５の１、

甲３６、甲３７、甲３８の１、字長通甲４０、字大山乙１４、乙１５、

乙１７、乙１８、乙２７の１、乙２７の２、乙２９

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

伊予市両澤字大山乙４７の１、乙４９の１、乙５０から乙５３まで、

乙５５、乙５６の１

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

伊予市下唐川字鎌谷甲５８４、字カマ谷乙２２６、平岡字スミト
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公 告

コ２２４

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡鬼北町大字大宿２２０４の１、２２０５、２２０６、２２１１の１、

２２１１の２、２２１２の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字大宿２２１１の１・２２１１の２・２２１２の１（以上３筆につ

いて次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに伊予市役所及び鬼北町役場に備え置いて縦覧

に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４４号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町深浦１８４（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び

愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２４６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

大洲市田口字巡山乙５０３番２の一部及び乙５０３番３７

２ 申請人の住所氏名

大洲市東大洲２１６番地１２

有限会社山本ホームズ 代表取締役 山本 五圀

３ 図面省略

�公 告

家畜商講習会の開催について

家畜商法（昭和２４年法律第２０８号）第４条の２第１項の規定によ

り、家畜商講習会を次のとおり開催する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 開催の日時

平成１９年３月７日（水）８時３０分及び３月８日（木）８時３０分

２ 開催の場所

松山市一番町四丁目４－２ 県庁第二別館 ５階 第７会議室

３ 受講手続

受講希望者は、平成１９年２月２３日（金）までに、次に掲げる書

類を所轄地方局に提出しなければならない。

� 家畜商講習会受講願書（別記様式）

� 住民票抄本１通

４ 教材

講習用教材は、講習会会場において各自購入すること。

�愛媛県告示第２４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 弓削島循環線
越智郡上島町弓削引野２４２番２地先から

同町弓削引野１１９番まで

旧 ４．０～１４．０ ０．１１４

新 ７．０～１７．０ ０．１１４
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別記様式

家畜商講 習会受講願書

平成 年 月 日

愛媛県知事 加戸守行 様

現 住 所

職 業

（ふりがな）

氏 名

生 年 月 日

貴 県 で 主 催 さ れ る 家 畜 商講習会を受講したいので、関係書

類を添えて願い出ます。

愛媛県収入証紙 ３，１３０円

相当額はり付け場所
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１７号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により、次の施設を不在者投票のできる

施設として指定した。

平成１９年２月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第１８号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により、次の施設を不在者投票のできる

施設として指定した。

平成１９年２月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１９年２月２日 ＮＰＯ法人
ファインサポート・パピエ 原 田 佳 代 今治市南鳥生町三丁目３番３６号 この法人は、障害者・障害児・高齢者等に対し

て、自立支援・生活支援活動や文字情報を中心
とした情報提供事業を行うとともに、地域社会
に対するノーマライゼーションの啓蒙活動等を
行いながら、障害者・障害児・高齢者等の社会
参加の促進と生きがいの創生及び、すべての人
が地域社会で共生すること、並びにコミュニケ
ーションの活性化による温かい社会づくりを目
指すことによって、地域社会全体の利益の増進
に寄与することを目的とする。

施設の種類 施設の名称 所 在 地

特別養護老人ホ
ーム

社会福祉法人回
生会特別養護老
人ホーム伊予千
寿苑

西条市飯岡３３８３番地

施設の種類 施設の名称 所 在 地

軽費老人ホーム
社会福祉法人心
生会ケアハウス
オリーブ

四国中央市三島金子二丁目５番
２３号

平成１９年２月１３日 発行
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